
出席者

事業者 7名 市職員 0名

利用者 0名 包括職員 1名

家族 0名 有識者 0名

住民代表 1名 地域の医療関係者 1名

議題

定期巡回についての質問、相談は窓口までご連絡下さい。（☎０７２-９５２-１３６５　　担当　筒井）

質疑応答
質問：定期巡回のミニ知識について内容をもっと詳しく説明したらどうか。
応答：詳しく説明する前にまず前回ミニ知識に掲載した内容について一つずつ理解し
ていただいてからより詳しく説明をして行きたいと思っています。

②市民および他事業者様からの問い合わせ状況

（１）現在の居住別利用者数：有料老人ホーム19名　在宅2名　合計21名　男女比３：７
（前回より1名減　退所の為）

<ミニ知識>第２回　２４時間、３６５日対応可能って？

（訪問介護、看護は訪問終了してから２時間空けないと訪問する事が出来ませんが、定
期巡回の場合は、訪問の必要性があれば時間を空けずに訪問する事が出来ます。）

・毎日数回、短時間訪問が出来ます。
・利用者様からの連絡により訪問が必要な場合はその都度、訪問できます

今回はありませんでした。

活動状況報告に対する評価

その他

事業者からの活動状況報告

（４）今回、プラン変更になった方の説明：身体状況の変化による、プラン変更

定期巡回・随時対応型訪問介護看護　青山ケアセンター藤井寺　医療連携推進会議議事録

日時　　　　　　平成　　28年　　1０月　18　日　　　　10　時00分　　　　　～　　　　10　時30分

場所　　　　　　　　　　　青山ケアセンター藤井寺

①運営報告

（２）平均介護度：３．６　平均年齢：８６．５歳

（３）ケース内容：起床、就寝介助・排泄・入浴・食事・服薬介助・デイ送り出し、迎え入れ・安否確認
の電話連絡・掃除等


